
別紙２

計画の名称：第３期東京都地域住宅計画

地域住宅計画の名称：第３期東京都地域住宅計画

チェック欄

①計画の目標が基本方針と適合している。 ○

②地域の住宅ストックや住環境整備の状況等、現状分析が適切になされている。 ○

③地域の住宅政策上の課題を的確に踏まえた目標となっている。 ○

④関連する各種計画（住生活基本計画等）との整合性が確保されている。 ○

⑤緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。

　　（該当するものに○）
　　　ア　老朽化した住宅ストックの更新　　　　イ　安全面、衛生面等の居住環境の改善
　　　ウ　子育て世帯、高齢者、障害者等の居住の安定の確保　　　　エ　既存住宅ストックの有効活用
　　　オ　まちなか居住の推進　　　　カ　地方定住の推進
　　　キ　その他（地域の実情に応じた緊急性の高い課題を記入）

⑥数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。 ○

①事業内容は、計画の目標を達成する上で適切なものとなっている。 ○

②十分な事業効果が得られることが確認されている。 ○

③事業効果は、数値、指標等を用いて客観的に示されている。 ○

④事業効果をより高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等の
工夫がなされている。

○

⑤地域の実情に応じた創意工夫に基づく事業が盛り込まれている。 ○

①事業熟度が十分である。 ○

②計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。 ○

③地域住宅計画を公表することとしている。 ○

④地域住宅協議会等、関係地方公共団体等の意見調整の場が設けられている。 ○

Ⅲ．計画の実現可能性

社会資本整備総合交付金チェックシート
（地域住宅計画に基づく事業等）

地方公共団体名：東京都、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東
区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板
橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、
府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立
市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、
西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、神津島村、三宅村、御蔵
島村、八丈町、青ヶ島村

Ⅰ．目標の妥当性

○

Ⅱ．計画の効果・効率性


